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一般財団法人 国鉄労働会館 定款 

 

 

第１章   総     則 

 

第１条（名   称） 

    この法人は、一般財団法人 国鉄労働会館 と称する。 

 

第２条（事 務 所） 

    この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 

２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことが

できる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 

 

 

第２章   目的及び事業 

 

第３条（目    的） 

 この法人は、労働会館の維持、経営を通じて、労働者の相互親睦と福利、

厚生など福祉の向上を図り、もって労働者の社会的・経済的地位の向上に資

することを目的とする。 

 

第４条（事   業） 

  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

       (1) 労働者教育 

       (2) 労働者のための生活相談及び法律相談 

       (3) 労働者の福利・厚生並びに文化事業 

       (4) 労働者に関わる各種の調査・研究及び資料の編纂・刊行頒布 

(5)  不動産の賃貸及び管理 

    (6) その他前号に定める事業に関連する事業 

２ 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。 
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第３章   資産及び会計 

 

第５条（事 業 年 度） 

 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 

 

第６条（事業計画及び収支予算） 

    この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前

日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを

変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度

が終了するまでの間備え置くものとする。 

 

第７条（事業報告及び決算） 

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次

の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければな

らない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、

定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他

の書類については決議を受けなければならない。 

３ 第1項の書類及び監査報告については定款とともに、主たる事務所に5年間

及び従たる事務所に3年間備え置くものとする。 

 

第８条（剰余金の分配の禁止） 

     この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第９条（長期借入金） 

     この法人が資金の借入れをしようとする時は、その事業年度の収入をもっ

て償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会において、当該決議につ
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いて特別の利害関係を有する者を除く過半数の者が出席し、出席者の3分の2

以上の多数による決議を経なければならない。 

２ この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項同様とする。 

 

第10条（会 計 原 則） 

     この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものと

する。 

２ この法人の会計事務に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

 

第４章   評 議 員 

 

第11条（評 議 員） 

     この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。 

 

第12条（評議員の選任及び解任） 

     評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。 

２ 評議員は、この法人の理事及び監事並びに使用人を兼ねることができない。 

３ 評議員のいずれか1人及びその親族である評議員の合計数が評議員の総数

の3分の1を超えてはならない。 

 

第13条（任   期） 

     評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち 終のもの   

に関する定時評議員会の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、

退任した評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員とし

ての権利義務を有する。 

 

第14条（評議員の報酬等） 

  評議員に対して、その職務を執行するために要する費用の支払いをするこ

とができる。 
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第５章   評 議 員 会 

 

第15条（構   成） 

     評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

第16条（権   限） 

評議員会は、次の事項について決議する。 

(1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任 

(2) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の額及び報酬等の支給基準 

(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 

(4) 定款の変更 

(5) 残余財産の処分 

(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ

た事項 

 

第17条（開   催） 

     評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催す

るほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 

 

第18条（招   集） 

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示

して、評議員会の招集を請求することができる。 

 

第19条（議   長） 

    評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出

する。 

 

第20条（決   議） 

    評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有
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する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならな

い。 

(1) 監事の解任 

(2) 定款の変更 

(3) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項

の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に

定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の

多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

第21条（議 事 録） 

    評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す

る。 

２ 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された2名の議事録署

名人が記名押印しなければならない。 

 

 

第６章   役     員 

 

第22条（役員の設置） 

    この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理  事   5名以上12名以内 

(2) 監  事   1名以上3名以内 

２ 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とし、必要に応じて副理事長1名を

置くことができる 

３ 前項の理事長をもって、一般社団法人及び財団法人に関する法律(以下「一

般法人法」という。) 第91条第1項第1号上の代表理事とし、副理事長及び専

務理事をもって同項第2号の業務執行理事とする。 

 

第23条（役員の選任） 

    理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。 

２ 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選

定する。 
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３ 監事は、この法人の評議員及び理事並びに使用人を兼ねることができない。 

４ 理事のいずれか1人及びその親族である理事の合計数が理事の総数の3分の

1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。 

 

第24条（理事の職務及び権限） 

    理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、

その業務を執行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決議により、この法人の業務を分

担して執行する。 

４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議により、この法

人の業務を分担して執行する。 

５ 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回

以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 

 

第25条（監事の職務及び権限） 

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告

を作成する。 

２ 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況を調査することができる。 

 

第26条（役員の任期） 

    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時

までとする。 

４ 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満

了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお

理事又は監事としての権利義務を有する。 
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第27条（役員の解任） 

    理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により

解任することができる。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。 

 

第28条（報 酬 等） 

    理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評

議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等と

して支給することができる。 

２ 理事及び監事に対して、その職務を執行するために要する費用の支払いを

することができる。 

 

 

第７章   理 事 会 

 

第29条（構   成） 

    理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

第30条（権   限） 

    理事会は、次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職 

 

第31条（招   集） 

    理事会は、法律に特段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事会においてあらかじめ定め

た理事が理事会を招集する。 

 

第32条（議   長） 

    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

２ 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事会においてあらかじめ定め
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た理事がこれに当たる。 

 

第33条（決   議） 

    理事会の決議は、法令又はこの定款に別に定めるものを除き、決議につい

て特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において読み替えて準用する

同法第96条の要件を満たしているときは、理事会の決議があったものとみな

す。 

 

第34条（議 事 録） 

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した代表理事（理事長）及び監事は、前項の議事録に記名押印しなけ

ればならない。 

 

 

第８章   定款の変更及び解散 

 

第35条（定款の変更） 

    この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用す

る。 

 

第36条（解   散） 

    この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不

能その他法令で定められた事由によって解散する。 

 

第37条（残余財産の処分等） 

    この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経

て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 
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第９章   公 告 の 方 法 

 

第38条（公   告） 

    この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむをえない事由により前項の電子公告をすることができな

い場合は、官報に掲載する方法による。 

 

 

(附   則) 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準

用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行

する。 

 

２ この法人の 初の評議員は次に掲げる者とする。 

    手代木 昭彦、小 池 敏 哉、松 井 正 義、五十嵐  敬、松 川   聡 

渡 邉 良 成、葭 岡 庄 吾、田 中 定 昭、伊 藤 一 之 

 

３ この法人の 初の代表理事(理事長)は、次のとおりとする。 

眞 子 俊 久 

 

４ 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定め

る特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、

第5条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設

立の登記の日を事業年度の開始日とする。 



＝ 報 告 事 項 ＝ 

 

２０２２年度事業報告 

岸田首相は、コロナ禍や世界的なエネルギー・食料価格等の高騰リスクに対して、

「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分

野とする総合経済対策を図るとして、総額 28.9 兆円に上る第 2 次補正予算を 12 月 2

日、参議院本会議で成立させました。そして 2023 年度には、物価高を克服しつつ、

計画的で大胆な投資を官民連携で推進するなど、新しい資本主義の旗印の下、日本経

済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せるための施策を推進するとの認識を示し

ました。 

こうした中、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、今年 5 月 8 日から「5

類」へ移行となり、併せて、政府の対策本部や感染対策の「基本的対処方針」も廃止

されるなど、3 年余り続いた我が国のコロナ対策は大きな節目を迎えました。 

また、オフィスビル市況によると、6月時点での東京都心の平均空室率は6.28％で、

過剰供給の目安となる 5％を上回る状況が 2 年以上続いており、コロナ禍による在宅

勤務の定着が影響しているとされています。 

 

Ⅰ 実施事業(継続事業) 

(1) 労働者教育講座開催に関する事業 

今年度も、当一般財団の実施事業(継続事業)の 1 つである「労働者への教育に資す

る」ため、下記の要領にて労働者教育講座を開催しました。 

ア 2022 年 7 月 29 日港区「新橋交通ビル」にて、団体役員を講師に「平和憲法を

とりまく情勢」として開催、受講者 100 名。 

 イ 2022 年 11 月 6 日盛岡市「アートホール盛岡」にて、弁護士を講師に「年金の

大減額と介護保険の大改悪を考える」として開催、受講者 60 名。 

 ウ 2023 年 1 月 9 日大阪市「国労大阪会館」にて、団体役員を講師に「物価を上回

る賃金の引き上げと国民生活」として開催、受講者 35 名。 

 エ  2023 年 2 月 26 日品川区「品川区総合区民会館」にて、弁護士を講師に「改正

育児介護休業法の現状と課題について」として開催、受講者 50 名。 

 オ 2023 年 3 月 4 日水戸市「自治労会館」にて、税理士を講師に「見つけよう！あ

なたに合ったライフプラン」として開催、受講者 40 名。 

 カ 2023 年 6 月 17 日金沢市「石川県平和と労働会館」にて、団体役員を講師に「電

力エネルギー供給の方向性と原発が抱える問題について」として開催、受講者

50 名。 

などの開催をはじめとして、全国での開催件数が 43 件となり、コロナ禍で開催件数

の減った前年度よりも 12 件増加しました。 

労働者教育講座の開催に際し、会場費等 113 万円、講師料 131 万円、講師の旅費交

通費 118 万円等の支出をしました。 

受講料はすべて無料としたため、費用の支出のみとなりました。 

 



(2) 労働者の生活・法律相談に関する事業 

労働者、鉄道退職者からの法律に関する諸問題及び生活に関する諸問題等の悩み事

に対処するため、下記の要領にて相談窓口を開設しました。広く相談者を募集するた

め、相談窓口開設に関するポスターを作成し、労働講座の受講者が所属する労働組合

及び全国鉄道退職者の会等に配布し、事務所等に掲示していただきました。 

ア 法律相談 

法律相談として、北海道札幌市の後藤弁護士をはじめ総勢 13 名の弁護士と顧問

契約を締結したうえで、札幌市、盛岡市、新宿区、横浜市 2 箇所、千葉市、静岡市、

名古屋市、大阪市 2 箇所、和歌山市、広島市、福岡市の全国 13 か所にて 2 ヶ月に 1

回のペースで相談窓口を開設しました。 

会館本部では相談窓口の開催が 52 回で延相談者は 50 名に達し、地方部の相談窓

口は 51 回の開催で延相談者数 48 名に達しました。 

なお、相談者の相談内容等プライバシーに関しては、細心の注意を払い厳重な管

理に努めました。 

法律相談の相談費用は無料としたため事業収入はゼロであったものの、弁護士等

への顧問料 498 万円を負担しました。 

イ 生活相談 

生活相談として、札幌市、釧路市、旭川市、青森市、盛岡市、秋田市、新潟市、

山形市、仙台市、水戸市、千葉市、宇都宮市、長野市、甲府市、沼津市、静岡市、

名古屋市、金沢市、大阪市 2 箇所、奈良市、和歌山市、岡山市、広島市、下関市、

高松市、高知市、松山市、福岡市、大村市、鹿児島市の全国 31 か所にて 1～2 週間

に 1 回のペースで相談窓口を開設し、多くの労働者とその家族からの日頃の悩み事

の相談に応えました。結果は、延相談窓口開催数が 1056 回に達し、延相談者数が

791 名となりました。 

生活相談の相談料も無料にて実施したため事業収入はゼロでしたが、相談窓口開

設の委託料として 2,932 万円、現地までの交通費等 1,343 万円を負担しました。 

 

(3) 調査・研究及び資料の編纂に関する事業 

2022 年度において、鉄道ネットワーク研究会と『鉄道ネットワークの現状と持続可

能性の検討』をテーマとして契約を取り交わし、新たな取り組みに挑みました。しか

しながら、コロナ禍等の影響により完成に至らなかったため、2023 年度も継続して取

り組みます。 

 

Ⅱ 収益事業(その他事業) 

⑴ 貸会議室事業 

会館本部における地下会議室の状況については、2021 年度が 71 団体の利用に

対し、2022 年度は 68 団体の利用となり、3 団体の減少となりましたが、新規利

用が 6 団体ありました。今後も、新規利用団体の拡大と、既存の利用団体からの

リピート及び定着化を図るため、利便性を高めるなど、一層の努力に励みます。 

 



⑵ 貸室事業 

① 2022 年度末時点では、満室となっております。 

② 2022 年度は、屋上キュービクル内電力量計取替、各階水道メーター取替、共

用部電気 SW 取替、地下倉庫鉄扉取替工事等を行いました。今後も工事計画に

基づき進めてまいります。 

③ 貸室事業は、会館維持運営を図る上で、安定収入確保の主軸をなすものと認

識しており、経済動向やテナント諸事情等による変動は否めないものの、優良

かつ長期入居テナント獲得を最重要課題と位置づけ、良好な環境状態を維持す

るための障害事象の除去に今後も努力していきます。 

⑶ 貸駐車場事業 

会館本部 1F 西側駐車場の 2 台、1F 東側機械式立体駐車場 4 台ともに満車と

なっています。 

定期保守点検等の実施により、良好な使用状態を維持しています。 
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